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はじめに

著者：元国税調査官　久保 憂希也

　重加算税の賦課率に関しては、毎年国税庁から公表されています。直近の資料である

「令和４事務年度 法人税等の調査事績の概要」（令和５年１１月　国税庁）
https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2023/hojin_chos
a/pdf/01.pdf
から、法人税の税務調査における「不正発見割合」（＝重加算税賦課件数／実地調査件数）
は、

令和４年事務年度：２０．７％
令和３年事務年度：２２．７％

となっており、毎年法人の重加算税賦課率は２０％超で推移していることがわかります。
　さて、税理士・会計事務所から考えると、皆さんの法人顧問先の４～５件に１件は「隠
蔽または仮装行為を行っている」となるわけですが・・・いかがでしょうか？
　このような重加算税賦課率になってしまう大きな理由として、税務調査の立会いをす
る税理士・会計事務所が、調査官の「これは重加算税の対象ですね」という指摘に対して、
適正に・論理的に反論できない（できていない）という現実があるはずです。

　私（元国税調査官）は、税理士のみを会員とした税務調査の質問・相談サービス「習得会」
https://kachiel.jp/lp/shutokukai/
を 12 年以上運営・回答しており、年間数百件の質問・相談のうち、重加算税に関して
は約 100 件弱／年もの質問・相談を受け続けていますが、明らかな脱税（売上除外・
仮装経費など）を除けば、そのほとんどは反論可能＝重加算税にならない調査事案です。
　重加算税の賦課要件は、一言でいえば「隠蔽または仮装」があったことになるわけで
すが、現実的にはこの言葉の定義が非常に曖昧であるがゆえ、調査官が指摘する重加算
税に対して反論することが難しいわけです。
　本書では、「隠蔽または仮装」の定義や意味合いはもちろん、税務調査では有効とな
る「事務運営指針」、さらに裁決・判決などでも用いられる「外部からもうかがい得る
特段の理由」の基準など、重加算税の実質的な賦課基準を論理的に解説しています。
　また、税理士・会計事務所の皆さんが勘違いしやすい「期ズレは重加算税になるの
か？」、調査官が使う「脱漏（だつろう）の意味」など、税務調査でよく論点になる項
目も含め、調査実務に直結する内容としており、学術的な解説は極力省略しています。
　本書をお読みいただき、その内容を理解、調査立会時の反論材料としていただくこと
で、重加算税賦課率は一気に下がることになると確信しています。
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1977年 和歌山県和歌山市生まれ
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税務調査のコンサルタントとして活動。2011
年より全国で税務調査対策研究会を開催し、
1,000人超の税理士に「税務調査の正しい対
応方法」を教えている。
また、税理士が質問・相談できる会員制サービ
ス「習得会」には500名以上が入会しており、
年間約250件の税務調査に関する質問を受け
ている。

久保 憂希也（くぼ ゆきや）元国税調査官
株式会社KACHIEL 代表取締役／CEO

P R O F I L E

【講演実績】
●東京税理士会認定研修 「税務調査の徹底講座」
●九州北部税理士会・博多支部 「税務調査の極選ノウハウ」
●ＴＫＣ北陸会 「税務調査の正しい受け方・適正な反論のやり方」
●岐阜青年税理士連盟 「税務調査のイロハ」
●中国ミロク会計人会 「重加算税の賦課要件と立会い時の対応方法」　　など多数
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重加算税の法的要件

ChaptEr 1

4



重加算税の法的要件

　税務調査において最大の争点になる重加算税について、法律では下記のように規定され
ています。

　すなわち、重加算税の法的要件は、

　●過少申告加算税を課される要件を具備していること
　●納税者が事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装したうえで申告書を提出していること

の２つを同時に満たした場合であることがわかります。
　本書は重加算税に関する解説書ですので、あえて前者の「過少申告加算税の要件」につ
いては触れませんが、実務上重要になるのは後者の「隠蔽または仮装」に該当するかどう
かです。
　「隠蔽または仮装」ですが、重加算税に関して法令解釈通達は存在しません（事務運営指
針は存在しますので、それは次項で解説します）。「隠蔽または仮装」の定義については、
調査事案ごとの事実認定に依存するわけですが、もっとも有名な定義として下記がありま
す。

国税通則法６８条第１項
第６５条第１項（過少申告加算税）の規定に該当する場合（修正申告書の提出が、そ
の申告に係る国税についての調査があつたことにより当該国税について更正があるべ
きことを予知してされたものでない場合を除く。）において、納税者がその国税の課税
標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、
その隠蔽し、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していたときは、当該納
税者に対し～過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額～に係る過少申告加算
税に代え、当該基礎となるべき税額に１００分の３５の割合を乗じて計算した金額に
相当する重加算税を課する。

和歌山地裁昭５２年６月２３日判決
「「事実を隠ぺい」するとは、事実を隠匿しあるいは脱漏することを、「事実を仮装」す
るとは、所得・財産あるいは取引上の名義を装う等事実を歪曲すること」
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重加算税の法的要件

　一般的に、「隠蔽または仮装」とは、下記のような行為だと解釈されています。

事実の隠蔽：二重帳簿の作成・売上除外・架空仕入・架空経費・棚卸資産の除外・雑収入
の除外等
事実の仮装：取引上の架空名義の使用・通謀虚偽表示（民法９４条１項）・虚偽答弁等
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定義・例示は事務運営指針を参照
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「期ズレ」は重加算税ではない

ChaptEr 3
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重加算税の「本当の」要件：故意性

ChaptEr 4

13







税務調査における「脱漏」の意味
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誤った回答は
虚偽答弁＝重加算税になるのか？
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重加算税の賦課基準
「外部からもうかがい得る特段の行動」
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重加算税の場合は
７年遡及を免れられないのか？
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重加算税が賦課される４つのデメリット
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